
　

国
民
健
康
保
険
は
、
け
が
や
病
気
を
し

た
と
き
に
安
心
し
て
医
療
が
受
け
ら
れ
る

よ
う
、
国
や
道
と
市
が
負
担
す
る
ほ
か
、

加
入
者
の
皆
さ
ん
が
保
険
税
を
出
し
合
い
、

お
互
い
に
助
け
合
う
社
会
保
障
制
度
で
す
。

保
険
税
の
一
部
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
や
介
護
保
険
制
度
の
支
援
に
も
使
わ
れ

て
い
ま
す
。

区分（対象）
基礎（医療）分 後期高齢者支援金等分 介護納付金分（40～64歳）

Ｈ26年度 Ｈ27年度 差 Ｈ26年度 Ｈ27年度 差 Ｈ26年度 Ｈ27年度 差
所得割（所得に対して
かかるもの） 7.00％ 7.00％

－

2.00％ 2.00％

－

2.00％ 2.40％ 0.40％

均等割（加入者１人に
つきかかるもの） 22,000円 22,000円 5,000円 5,000円 7,000円 9,100円 2,100円

平等割（１世帯につき
かかるもの） 24,000円 24,000円 8,000円 8,000円 4,000円 4,800円 800円

課税限度額 51万円 51万円 － 14万円 16万円 2万円 12万円 14万円 2万円

　

市
国
保
は
、
税
率
な
ど
を
平
成
17
年
度

に
改
定
後
、
据
え
置
い
て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
国
保
が
負
担
す
る
医
療
費
分

の
保
険
給
付
費
や
、
介
護
納
付
金
な
ど
は

■財源不足額と一人当たりの不足額

◆税率（額）と課税限度額は、どのように変わるの？

問合せ
保険年金課（☎372-3311・内線657）

年
々
増
加
し
、
厳
し
い
財
政
状
況
が
続
い

て
い
ま
す
。
財
源
不
足
分
は
、
福
祉
・
教

育
な
ど
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
使
う
た
め
の
一

般
会
計
の
予
算
か
ら
補
て
ん
し
て
い
ま
す
。

　

今
後
の
安
定
的
な
事
業
運
営
と
財
政
健

全
化
の
た
め
、
平
成
27
年
度
か
ら
税
率
な

ど
の
改
定
と
課
税
限
度
額
の
引
き
上
げ
を

行
い
ま
す
。
同
時
に
、
所
得
が
少
な
い
世

帯
の
た
め
、
軽
減
制
度
を
拡
充
し
ま
す
。

　

国
保
税
は
、
大
き
く
３
つ
か
ら
成
り
立

っ
て
い
ま
す
。
保
険
給
付
費
な
ど
の
基
礎

（
医
療
）分
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
分
、

介
護
納
付
金
分
で
す
。

　

今
回
、
税
率
な
ど
を
改
定
す
る
の
は
、

40
〜
64
歳
の
方
に
か
か
る
介
護
納
付
金
分

で
す
。

　

課
税
限
度
額
は
、
後
期
高
齢
者
支
援
金

等
分
と
介
護
納
付
金
分
が
引
き
上
げ
ら
れ

ま
す
。う～ん。

国保税の負担
が増えるのは
厳しいのう。
だが、医療費
も増えている
からのう…。

財源不足額

Ｈ

万円

円

年度

30,000

25,000

20,000

20,000

15,000

10,000

23

24,597

16,074

24

27,502

17,967

25

22,182

14,623

26

17,139

11,635

27

18,688

12,947

一人当たりの不足額

＊Ｈ26年度は見込み額、27年度は予算額です。
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世帯構成・収入状況 Ｈ26年度
年税額

Ｈ27年度
年税額 差額

40～64歳の１人世帯
給与収入だけで98万円以下
（年金収入だけで103万円以下）

21,000円 21,800円 800円

ともに40～64歳の２人世帯
給与収入だけで210万円
（年金収入だけで222万円）

209,600円 218,400円 8,800円

軽減
割合

世帯主
＊1

と加入者、特定同一世帯所属者
＊2

の前年の総所得金額などの合計

Ｈ26年度 Ｈ27年度

７割 33万円以下 33万円以下

５割
［33万円＋（加入者の人数
＋特定同一世帯所属者の人
数）×24万5,000円］以下

［33万円＋（加入者の人数
＋特定同一世帯所属者の人
数）×26万円］以下

２割
［33万円＋（加入者の人数
＋特定同一世帯所属者の人
数）×45万円］以下

［33万円＋（加入者の人数
＋特定同一世帯所属者の人
数）×47万円］以下

◆今回の改定でどれくらい負担が増えるの？

◆軽減制度の対象になるのは？

　

所
得
が
少
な
い
世
帯
の
負
担
を
減
ら
す

た
め
、
前
年
所
得
が
一
定
以
下
の
場
合
、

均
等
割
と
平
等
割
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。
平

成
27
年
度
か
ら
は
、
軽
減
対
象
と
な
る
所

得
基
準
額
を
引
き
上
げ
る
こ
と
で
、
適
用

さ
れ
る
世
帯
を
拡
大
し
ま
す
。　

　世帯の中に所得申告をしていない方が
いると、正しく軽減の判定がされない場
合があります。
　所得に応じた軽減を受けるためには、
所得がない方も申告が必要です。

◆離職者のための軽減制度
　平成21年３月31日以降にリストラや倒
産などの理由で離職した方が対象です。
　雇用保険受給資格者証を交付されてい
る方で、一定の要件を満たしている場合
は、国保税が軽減されます。
　この軽減を受けるためには、申請が必
要です。
◆減免制度
　次の事情により納付が困難な世帯は、
国保税の一部か全部が減免される場合が
あります。
●生活保護を受けている
●災害などで重大な損害を被った
●前年よりも所得が大きく減った
●学生だけの世帯である
●刑務所に入っている方がいる
　減免を受けるためには、納期限までに
申請が必要です。　

　特別な理由がなく、納税相談もないま
ま納付が遅れたり納めないでいると、督
促を受けたり延滞金が発生する場合があ
ります。納付に困ったときは、早めに税
務課（内線836）へ相談してください。

＊１　世帯主には、国保の被保険者ではない世帯主も含みます。
＊２　特定同一世帯所属者とは、国保から後期高齢者医療制度
へ移行し、その後も継続して同一の世帯に属している方です。

１月１日現在、65歳以上
で公的年金所得がある方
は、公的年金所得から15
万円を差し引いて軽減判
定を行います。

　加入者の皆さんが納めている国保税は、
国保にとって欠かせない財源です。期限
内の納付にご協力をお願いします。
　口座振替を利用すると、手間がかから
ず、納め忘れを防ぐこともできます。預・
貯金通帳と口座届出印を持参し、保険年
金課へ申し込んでください。

困ったとき、分からな
いことがあるときは、
まず相談じゃ。

なるほど！
負担が減る
世帯もある
ということ
じゃな。
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